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第６期消費者教育推進会議でのこれまでの審議内容
開催日 審議内容

(第36回) 
令和５年11月29日

・ 今期の消費者教育推進会議の進め方について
・ 国等における消費者教育の取組について（報告）
・ 「消費者力」の育成・強化について（報告）

(第37回)
令和６年２月27日

【テーマ】デジタル化に対応した消費者教育の推進について
・ 国等における消費者教育の取組（報告）
・ 関係団体等にける消費者教育の取組（報告）
・ 「消費者力」の育成・強化について（報告）

(第38回) 
令和６年７月30日

【テーマ】地域における体系的な消費者教育の推進について
・ 国における消費者教育の取組（報告）
・ 地方公共団体における消費者教育の取組（報告）
・ 関係団体における消費者教育の取組（報告）
・ 「消費者力」の育成・強化について（報告）

（第39回）
令和６年10月30日

【テーマ】消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進について
・ 消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進について
・ 「消費者力」の育成・強化について（報告）

(第40回)
令和７年３月26日

・ 消費者を起点とする持続可能な社会の形成に向けた課題と取組について
・ 地域における体系的な消費者教育の推進について
・ 「消費者力」の育成・強化のための体験型教材の導入・普及について
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第36回消費者教育推進会議における説明内容（主なもの）
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（消費者庁）
○ ライフステージに応じた場を活用し、学校、地域社会における取組は一定程度進捗。職域での取組推進が課題。
○ 消費者教育コーディネーターは、都道府県・政令市で配置済み。消費者教育コーディネーター会議を開催し情報共有。
○ 消費者教育ポータルサイトによる教材、講師、注意喚起チラシ等の情報提供。

【消費者教育の取組の現状】

（金融庁）
○ 全国的に金融経済教育の機会が拡大していない。事業主に課している継続投資教育、長期積立分散投資といった
リスク抑制効果の認識が不十分。 投資被害事案対策等、政府・関係団体の取組・連携強化が必要。 

○ 機構の取組として、①認定アドバイザーによる相談環境づくり、②教育の抜本的拡大、③教育の質の向上（体系的
なアドバイザー養成プログラム、分野横断的な知識習得機会の確保）、④教材・コンテンツの充実、⑤個別相談事
業の実施、⑥KPIの設定によるPDCAを推進。 

（法務省）
○ 法教育で、私法の基本的な考え方を理解し、消費者契約の適正化を目指す消費者教育と連携して推進。
○ 中高校生向けの法教育教材を作成・周知。 

（文部科学省）
○ 学習指導要領の改訂で消費者教育の充実を図っている。
○ 教員養成、教員研修が必要であり、消費者教育研修プログラムを更新。
○ 大学の入学ガイダンスでの啓発や周知を実施。学生が主体となる取組が課題。実践例の収集・発信をしている。
○ 消費者教育フェスタで、関係者の情報共有・ネットワークを図っている。
○ 消費者教育アドバイザーの派遣を推進、消費者教育コーディネーターとの連携を推進。

（国民生活センター）
○ 相談情報と注意喚起をSNSでスピード感を持って情報発信。
○ 若者向けにスマホ対応、大学生協との連携、啓発動画等の作成、講師の育成（研修）を推進。 



第36回消費者教育推進会議 取組報告① 【消費者教育の取組の現状】
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（第40回配布資料の内容に更新）

（消費者庁）
○ ライフステージに応じた場を活用し、学校、地域社会
における取組は一定程度進捗。職域での取組推進
が課題。

○ 消費者教育コーディネーターは、都道府県・政令市
で配置済み。消費者教育コーディネーター会議を開
催し情報共有。

○ 消費者教育ポータルサイトによる教材、講師、注意
喚起チラシ等の情報提供。

（金融庁）
○ 全国的に金融経済教育の機会が拡大していない。
事業主に課している継続投資教育、長期積立分
散投資といったリスク抑制効果の認識が不十分。
投資被害事案対策等、政府・関係団体の取組・
連携強化が必要。 

○ 機構の取組として、①認定アドバイザーによる相談
環境づくり、②教育の抜本的拡大、③教育の質の
向上（体系的なアドバイザー養成プログラム、分野
横断的な知識習得機会の確保）、④教材・コンテ
ンツの充実、⑤個別相談事業の実施、⑥KPIの設
定によるPDCAを推進。 



第36回消費者教育推進会議 取組報告②
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（法務省）
○ 法教育で、私法の基本的な考え方を理解し、
消費者契約の適正化を目指す消費者教育と連携
して推進。

○ 中高校生向けの法教育教材を作成・周知。 

（文部科学省）
○ 学習指導要領の改訂で消費者教育の充実を
図っている。

○ 教員養成、教員研修が必要であり、消費者教育
研修プログラムを更新。

○ 大学の入学ガイダンスでの啓発や周知を実施。学
生が主体となる取組が課題。実践例の収集・発信
をしている。

○ 消費者教育フェスタで、関係者の情報共有・ネット
ワークを図っている。

○ 消費者教育アドバイザーの派遣を推進、消費者
教育コーディネーターとの連携を推進。





第36回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）

（今期で扱うテーマに関して）
• デジタルのトラブルでは加害者にもなりやすい。未成年、高齢者、障害者の特性に応じた「消費者力」の
底上げが必要。
消費者にとって本当に必要な「選ぶ力」「見極める力」の育成が、デジタル化社会の進展に伴う消費者ト
ラブルの被害防止やエシカル消費の推進につながる。

• エシカル消費の特設サイトや啓発資料の活用・普及のための取組が必要。

（金融経済教育、関連する教育との連携）
• 金融教育関連の内容（FX、暗号資産等）を相談員が教えるのは難しい。
• 限られた時間や発達段階に応じて、法教育や主権者教育等とつないでいくことが必要。
• 市町村では、消費者教育コーディネーターやアドバイザーの認知・浸透がされていない。
• 地域の実情に応じた効果的な出前講座、特に金融と情報関連の講座が必要。

（消費者力関連）
• SNSやネットで意図せず加害者となるケースもある。加害者とならないための消費者教育も重要。
• 「消費者力」の具体化・定義づけは引き続きの課題。
• 認知機能の低下した方への支援として、成年後見や権利擁護の視点で、動画等でわかりやすい説明が
あるとよい。

（学校教育）
• 教員養成段階での消費者教育の充実、フェスタや消費者教育アドバイザーの周知は必要。
• 全校での指導のため、年間指導計画の見直しが必要。
• 家庭科と社会科・公民科での金融関連の扱いついて、連携が必要。

【消費者教育の取組の課題】
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第36回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）

（消費者教育教材関連）
・ 教材作成が進んでいるが、教材が普及することや効果的な授業の実施につなげることには、難しさがある。
学校で活用してもらうためには、どの教科で使うかなど使用する場面を特定した教材作成が重要。

・ ウェブサイトや啓発資料などは数多く作成されている一方で、学校教育等の現場でそうした教材が活用さ
れるようにつなげるための取組が必要。

（地域における消費者教育）
・ コーディネーター会議の実施により、各地が抱える課題が明らかになりつつある。地域のコーディネーターや
担い手にどのような支援が必要か考えていくことが重要。

（職域、従業員向け研修）
• 職域はB to Eという情報を普及させたり教育するルートであり、事業者の活用を図るべき。
• 福利厚生の教育の位置づけだと導入が進まない。カスハラ対策を含め、従業員を守る観点や企業の教
育課題に直結する形での導入・アプローチが効果的。

【消費者教育の取組の課題】
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